
案
(             )学校PTA入会届・会費引落委託同意書 

申込日 : 令和      年       月       日

・本校PTAは、入会意思のある本校に在籍する児童生徒の保護者と本校の教職員で構成する任意団体です。 
・会費は月額(       )円/(        )です。 
・入会は任意です。また、いつでも退会できます。 

在籍児童生徒の学年・組・氏名

①         年         組             氏名 :

②         年         組             氏名 :

③         年         組             氏名 :

④         年         組             氏名 :

※ご家庭内で複数人が活動される場合は、主に活動される方を①に記入してください。①の方を本校PTA会員として登録し、かつ、①の 
   方を連絡先とさせていただきます。 

［重要事項］ 
・(       )学校PTA入会届・会費引落委託同意書(以下入会届)の個人情報は、個人情報保護法および『(       )学校PTA 個人 
   情報取り扱い規則』に則り本校PTA活動の目的にのみ使用します。 
・入会届は、当該年度中本校PTA会長が安全に保管し、その後返却します。 
・提出された個人情報に訂正のある時は、本校PTA会長までご連絡ください。 
・年度途中で退会する場合は、退会する旨を本校PTA会長にお知らせいただき、(        )学校PTA退会届(以下退会届)を受 
   け取り、提出してください。 
・転校の場合も、退会届を提出してください。 

(          )学校PTA会長 行

提出について 
・提出は各家庭1枚です。 
・お手持ちの封筒に「(      )学校PTA入会届」と明記の上、一番上のお子さまのクラスで提出してください。 
・(        )月(         )日までに提出してください。 

(       )学校PTAに入会し、PTA会費の引き落としを学校に委託することに同意します。
ふりがな 

会員氏名 電話番号 住    所 Eメールアドレス
続柄 
教職員

①

②

③

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな



案
(             )学校PTA退会届

提出日 : 令和      年       月       日

※ご家庭内で複数人が活動された場合は、連絡先となる方を①に記入してください。 
※(        )学校PTA入会届・会費引落委託書(以下入会届)と照合しますので、入会届にかかれた全会員氏名を記入してください。 

［重要事項］ 
・(       )学校PTA退会届(以下退会届)の個人情報は、個人情報保護法および『(       )学校PTA 個人情報取り扱い規則』 
   に則り退会手続きのために使用します。 
・退会日は、退会届を受理した日とします。 
・本校PTA会費は退会月の翌月から停止します。先に引き落としが終わっている場合や、翌月の引き落とし停止が間に 
   合わない場合は返金します。 
・事務手続き・会費処理について、連絡先①に連絡する場合があります。ご了承ください。 
・入会届は、事務手続き・会費処理が完了後に返却します。 
・退会届は、当該年度中本校PTA会長が保管し、その後破棄します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キ  リ  ト  リ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(             )学校PTA退会届 受理書

                 
                                             様

令和        年         月          日、(         )学校PTA退会届を受理しました。

(          )学校PTA

会長(                                                      ) 

(          )学校PTA会長 行

ふりがな 
会員氏名 電話番号 続柄・教職員

①

②

③

(       )学校PTAを退会します。



委 任 契 約 書 

 

川西市立〇〇▽学校 PTA 会⾧〇〇〇〇(以下「甲」という。)と川西市立〇〇▽学校校⾧〇〇〇

〇(以下「乙」という。)とは、川西市立〇〇▽学校 PTA の事務に関して、次の通り委任契約を締

結する。 

 

(委任事項) 

第１条 甲は乙に対し、川西市立〇〇▽学校 PTA 事務のうち、次の行為をなすことを委任し、乙

はこれを受諾する。 

(１) 会費の集金及び督促 

(２) 配布物の配布、収集 

２ 前項各号に明記されていないもので必要が生じた事項については、甲と乙が協議して定める。 

(権利義務の譲渡等の禁止) 

第２条 乙は、第三者に対し、委任事項の一部若しくは全部を委任し、この契約に基づいて生じ

る権利義務を譲渡し、又はこの契約上の地位を承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得

たときは、この限りではない。 

(報酬) 

第３条 この委任契約に関し、乙に名目の如何を問わずいかなる報酬も支払わない。また、乙は、

甲に対して名目の如何を問わずいかなる報酬も求めない。 

(秘密の保持等) 

第４条 乙は、委任契約履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 乙は、保管・管理する書類等を他人に閲覧させ、書写させ又は譲渡してはならない。 

(契約期間) 

第５条 本契約期間は、令和〇年３月３１日までとする。ただし、甲乙いずれにおいても、１か

月以前に相手に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。 

(補足) 

第６条 この契約に定めない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定める。 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自１通を保有する

ものとする。 

 

令和 年  月  日 

委任者(甲) 川西市立〇〇▽学校 PTA    

会⾧ 〇〇 〇〇 印      

 

受任者(乙)  川西市立〇〇▽学校     

校⾧ 〇〇 〇〇 印    


